
 

 

第１０５号議案 

 

 

令和３年度新宮町渡船事業特別会計補正予算について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令

和３年度新宮町渡船事業特別会計補正予算を提出する。 

 

 

  令和３年１１月２６日 

 

 

新宮町長  長 﨑 武 利   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和３年度新宮町渡船事業特別会計補正予算 

 

 

 令和３年度新宮町渡船事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４２７千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４６，２１４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間及び限度額は「第２表債務負担行為」による。 

 

 

  令和３年１１月２６日提出 

 

 

新宮町長  長 﨑 武 利   
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5 1 427 428

1 繰越金 1 427 428

145,787 427 146,214

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

繰越金

歳　　入　　合　　計

- 2 -

補　正　額

 千円



1 128,134 427 128,561

1 事務費 63,177 146 63,323

2 事業費 64,957 281 65,238

145,787 427 146,214

 千円

補　正　額

 千円

事業費

歳　　出　　合　　計
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歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額



第２表　　債務負担行為

（単位：千円）
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事　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

渡船船底清掃時修繕料 令和４年度 3,000



１　総　　括

（歳　　入）

5 繰越金 1 427 428

145,787 427 146,214

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円

歳　　入　　合　　計
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 千円  千円



（歳　　出）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 事業費 128,134 427 128,561 427

145,787 427 146,214 0 0 0 427

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円 千円

款 計

 千円  千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出　　合　　計
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 千円



 千円  千円

　５款　繰越金

　１項　繰越金

 千円

427千円

427千円

 千円

目 補正前の額
節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

２　　歳    入

1 1 427 428繰越金

 千円

補　正　額 計

繰越金 4271 前年度繰越金 427

計 1 427 428
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渡船事業特別会計



 千円  千円

目 補正前の額

３　　歳    出

 千円  千円 千円 千円

補正額

地方債

計
区　　分

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円 千円  千円

　１款　事業費

　１項　事務費 146千円

427千円

節補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

1461 事務費 63,177 63,323 146 146共済費4 146県市町村職員共済組合負担金

63,32363,177 146計 0 00 146

427千円

281千円　２項　事業費

　１款　事業費

2811 事業費 64,957 65,238 281 281公課費26 281消費税及び地方消費税納税額

65,23864,957 281計 0 00 281

渡船事業特別会計
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１　一般職

（１）総括

（ ）

（ ）

（ ）

　注）（　）内は、再任用短時間勤務職員を外書き。

（ ）

（ ）

（ ）

444 6,432 4,541

43,360
7

比　　　較 0

（千円）（千円）（千円）

25,677 17,683 43,360

0

17,683 43,360

00

7

25,677

比　　　較

比　　　較

補　正　前

補　正　後

区　　　分

（千円）

1,637

1,637

0

給　　与　　費　　明　　細　　書

職 員 手 当

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　費

計区　　　分
職　員　数

　県市町村職員退職手当組合負担金

　県市町村職員退職手当組合負担金 4,622 千円

4,622 千円

52,228

報　　　酬 給　　　料

（人） （千円）

補　正　後

補　正　前

7

職員手当

職員手当

区　　分

比　　較

補 正 前
の 内 訳

補 正 後

合　　　計

扶養手当

1,590

1,590

0

（千円）

地域手当

（千円） （千円）

備　　　　　　　　　　　　　考

区　　分

住居手当

（千円）

330

330

0

（千円）

0

（千円）

共　済　費

（千円）

管理職手当

（千円）

時間外勤務手
当

（千円）

2,364

2,364

0

0

補　正　前

17,683

25,677 17,683 43,360
7

0
0

比　　較

444

の 内 訳
補 正 前

補　正　後 25,677

0 0

補 正 後

　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区　　　分
職　員　数

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　費

9,014

8,868

146

52,374

146

0

通勤手当

（千円）

345

345

0

（千円） （千円）

特殊勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当
管理職員特別

勤務手当

6,432 4,541

報　　　酬 給　　　料 職 員 手 当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円）



- 13 -

　注）（　）内は、再任用短時間勤務職員を外書き。

4,622 千円

4,622 千円

補 正 後 444 6,432

52,374 　県市町村職員退職手当組合負担金

補　正　前 8,868 52,228 　県市町村職員退職手当組合負担金

比　　　較 146 146

区　　分
扶養手当

区　　　分
共　済　費 合　　　計

備　　　　　　　　　　　　　考

（千円） （千円）

地域手当 管理職手当
時間外勤務手

当
通勤手当 住居手当

職員手当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 1,590 1,637

　注）この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係わる

職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載。

　注）（　）内は、再任用短時間勤務職員を外書き。

補　正　後 9,014

4,541

2,364 345 330

0

補 正 前 1,590 1,637 2,364 345

勤勉手当
管理職員特別

勤務手当

330

の 内 訳

の 内 訳

比　　較 0 0 0 0

職員手当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

区　　分
特殊勤務手当 宿日直手当 期末手当

補 正 前 444 6,432 4,541

比　　較 0 0 0
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